
I．は じ め に

日本の国有林野事業は，１９９８年の抜本的改革，２０１３年
の一般会計化を通じて，次第に公共性を前面に打ち出し，
その企業性を縮小させているようにみえる。一方，１９９０
年代以降，欧州諸国やニュージーランドでも国や州が所有
する森林の管理形態が変化してきた（注１）。これらの改
革の多くは，日本とは逆に，国有林経営の企業性を強める
方向性にあると捉えられる。
ドイツは，森林政策や林業のモデルとして日本の森林政

策の展開に強い影響を与えてきた国である。特に，日本の
国有林については，成立以来ドイツの影響を強く受けてき
たとされ，州有林経営に関する研究蓄積も少なくない（注
２）。そのドイツの州有林においても，１９９０年代末から管
理形態が変化してきた。その初期段階の動向は石井（２００５）
により把握・分析されている。だが，その後の改革の進展
についてはまだ充分に把握されておらず，また，石井
（２００５）が指摘した変化についても，新たな州有林管理形
態や統一森林署方式と呼ばれる森林管理形態との関係に関
する混乱や誤解が散見される（注３）。

行政組織の変革の流れは，森林科学（Forstwissenschaft）
においても議論となっている。Winkle and Memmler（２００８）
ならびに Oesten and von Detten（２００８）の論争を紹介する。
Oesten and von Detten（２００８）は，ドイツ林学ではこのよ
うな「官から民へ」の森林行政の長期的なアクターの拡大
と変化に対し，セクターに特化してきた林学が十分に対応
できておらず，社会での位置づけで重要性を失う「周縁化」
が進行しており，林学は岐路ないしは「危機」にあるとし
ている。一方でWinkle and Memmler（２００８）は，民営化
の波を受けた産業の変化とそれに伴う学術分野の変化は他
でも一般に起きている現象であるとした。学問と実践や社
会との対話の必要性の認識では一致しつつも，危機ではな
く，国際比較の可能性など前向きな影響が多いとしてい
る。このドイツ林学の論争からも，森林行政における「官
から民へ」の変革について把握を行う必要がある。
本稿は，ドイツで進展する州有林の管理形態の変化の現

状について，ドイツ各州にわたる把握・整理を行うととも
に，新たな州有林管理形態の公企業としての性格の把握を
試みるものである。そのために，まず，ドイツの森林政策
と統一森林署方式に関する基本的な整理を行う。次に，著
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短 報

ドイツの州有林における新たな管理形態
―各州の動向と今後の方向性―

香 坂 玲＊，１・石 崎 涼 子２・風 総一郎１

ドイツで進展する州有林の管理形態の変化の現状について，ドイツ各州にわたる把握・整理を行うとともに，新たな州有林
管理形態の公企業としての性格の把握を試みた。その結果，（１）２０００年代当初に一部の州でみられた州有林管理形態の変更は
既にドイツ全州へ広がっており，より企業性の高い会計方式が採用されるようになった，（２）その背景には州政府全体の行政
改革の展開がある，（３）ドイツ各州が採用した州有林管理形態は，州公企業もしくは公法上の営造物（公社）のいずれかであ
り，私法人化は選択されなかった，（４）これらの州有林管理形態の変化は，統一森林行政の採用の有無とは直接には対応して
いない点が明らかとなった。
キーワード：ドイツ，州，自治体，行財政改革，州有林

Ryo Kohsaka,＊，１ Ryoko Ishizaki,２ Souichiro Kaze１（2016）Organizational Reforms of State Owned Forest Managements in Ger-
many: Reviews of 13 German States. J Jpn For Soc 98: 39―43 We reviewed and categorized the organizational reforms of state
forest managements in Germany. In addition to the review of the current management organizational forms, we captured the characteris-
tics of the two new organizational forms, namely the Landesbetrieb（State Corporation, literally translated）and the Anstalt des öffentli-
chen Rechts（Institution under Public Law, literally translated）. As the result,（１）organizational changes since２０００ starting from limited
number of states have expanded to overall states with accounting system similar to private enterprises,（２）general structural reforms at
the states are accountable for such changes,（３）the new forms are either Landesbetrieb and the Anstalt des öffentlichen Rechts and none
of the states chose to completely privatize, and（４）the organizational forms were not linked with adoption of the Einheitsforstverwaltung
（Unified Forest Administration, literally translated）.
Key words: Germany, states, municipality, administrative and financial reform, state forest
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者の１人である香坂が２０１５年７月までに実施したドイツ
連邦自然保護庁（BfN）並びにドイツ林業会（Deutscher
Forstverein）に対するヒアリング調査により把握したドイ
ツ各州の州有林管理形態の現状を示す。さらに，経済学分
野における既往の研究成果からドイツ公企業の概念整理を
行い，そのなかでの新たな州有林の管理形態の位置づけを
明らかにする。

II．ドイツにおける森林政策の特徴

１．ドイツにおける森林政策の法体系
ドイツは連邦制の国であり，連邦はドイツ連邦共和国基

本法（GG）前文に列挙された１６の州から成る共和国である。
州は単なる地方公共団体ではなく，それぞれ独自の「国

家権力」と独自の憲法を持った国家である（村上ら ２０１２）。
連邦主義に基づいて，国家権力は，立法・行政・司法の各
分野で連邦と州に分配されている。法律の執行に際してド
イツ共和国基本法では州が優位に立つとしている（GG８３
条）。連邦の法律と州の法律を含めて，すべての法律が原
則として州の行政機関によって施行されるが，例外的に外
交，連邦財政，連邦国防等については連邦が執行まで担当
する。
森林政策においては連邦森林法が１９７５年に制定されて

いるがこの法律は枠組法であり森林所有者に直接適用され
ない。ハーゼル（１９７９）は森林所有者へ法律の効力を適用
できるのは各州が制定する州森林法のみであると述べてい
る。この原則に従い各州において森林法が制定されてお
り，森林政策の法的根拠となっている。
２．統一森林署方式による森林管理
南ドイツを中心に多くの州では，これまで統一森林署

（Einheitsforstamt）方式と呼ばれる森林行政が行われてき
た。統一森林署方式とは，「森林署が州有林と団体有林の
管理及び私有林に対する森林行政を統一的に担うものとさ
れている」（石井 ２００５）。この石井による統一森林署方式
の説明では，特別行政組織としての森林署が設置されてい
る点と，そこで州有林，団体有林，私有林という異なる所

有形態にある森林に対して統一的な森林行政が行われる点
という二つの要件が含まれている。本稿では，統一森林署
方式の二つの要件のうちで，後者は満たすものの，前者の
特別行政組織という要件を満たさないものについては，統
一森林行政（Einheitsforstverwaltung）として，統一森林署
方式と記載する場合と区別する。
「森林政策は専門知識を必要とするため専門教育を受け
た森林官が森林政策の実施主体を担う必要があるとの考え
から，一般行政組織とは区別する形で各州が特別行政組織
の森林署を設置していた」（石井 ２００５）。森林行政の実施
主体である森林署には州森林法において課題が規定されて
おり，各森林署はその課題達成のための活動を行うものと
されていた。ドイツの森林行政を特徴づけてきた統一森林
署方式は，近年，ドイツ南部の林業州であるバイエルン州
において廃止されるなど，大きな変化を遂げている。

III．現在の州有林管理組織の形態

２０１５年５月現在のドイツ州有林管理組織の現状を一覧
表で示したのが表―１である。なお表―１において都市州（ベ
ルリン，ハンブルク，ブレーメン）を除いている。都市州
は面積，木材生産量が少なく，他州と同列に比較すること
は無理があるため，本調査では対象としない。
会計方式について説明をしておくと，「州管理」（単式簿

記）は記録と予算と実践の差に主眼があり，行政組織の公
会計との親和性が高い。一方の複式簿記は利益計算のため
企業体との親和性が高い。複式簿記が，ただちに営利目的
の企業性の強化を意味するものではないが利益計算を目的
とすることで，利益への意識づけという企業性を高める方
向にはなる。
ドイツ州有林管理の文脈では，行財政改革の国や州の議

論なかで税金が投入されることに対して，組織が自力でど
こまでカバーできるのかを示す社会的要請，必要性がでて
きていた。直ちに利益の追求とまでいかなくとも，少なく
とも利益計算ができるように，ということが複式簿記への
移行への背景にある。

表―１．ドイツ州有林におけるの新たな管理形態（２０１５年８月現在）
州 州有林管理組織の法的形態 統一森林行政 設立年 州有林の面積（ha）

ブランデンブルク
バーデン・ヴュルテンベルク
バイエルン
ヘッセン
メクレンブルク・フォアポンメルン
ニーダーザクセン
ノルトライン・ヴェストファーレン
ラインラント・プファルツ
シュレスヴィヒ・ホルシュタイン
ザールラント
ザクセン
ザクセン・アンハルト
テューリゲン

州公企業
州公企業
公法上の営造物（公社）
州公企業
公法上の営造物（公社）
公法上の営造物（公社）
州公企業
州公企業
公法上の営造物（公社）
州公企業
州公企業
州公企業
公法上の営造物（公社）

○（統一森林署型）
〇
×
○
○
×
○
○
×
×
×
×
○

２００９
２００９
２００５
２００３
２００６
２００５
２００５
２００５
２００８
１９９９
２００６
２００６
２０１２

３３００００
３２００００
７７００００
３４００００
２２００００
３４００００
１３００００
２０００００
５００００
５００００
１９００００
１３５０００
２０００００

典拠：ドイツ連邦自然保護庁（BfN）アンケ・ヒュルターマン氏，ドイツ林業会（Deutscher Forstverein）マルクス・
キューリング氏からの提供情報，ヒアリングを基に筆者作成。
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石井（２００５）では，従来，官庁会計を採用する「州管理」
が一般的であったところに，（１）州公企業を設立する州
（２００３年末で３州），（２）複式簿記を採用する州（同５州）
が生まれている点が指摘されていたが，表―１からは，こ
れらの動きがさらに進展していることが把握できる。２０１５
年６月現在では，全州で州公企業もしくは公法上の営造物
（公社）のいずれかが設立されており，官庁会計を採用す
る州は残っていない。
現在８州が採用している「州公企業（Landesbetrieb）」

とは，「州会計規則（Landeshaushaltsordnung：LHO）第２６
条に基づき設置されており，州行政機構から経済的かつ組
織的には独立しているが，法的に独立しておらず，国会及
び政府の管理下にある公企業」（Nettobetrieb）である。予
算計画においては収益および費用のみが見積もられる。会
計執行において方法選択の自由と柔軟性があり，経営基準
の遵守について結果責任を負う。会計方式は複式簿記を採
用している。石井（２００５）では「州企業体」と訳されている。
５州が採用している「公法上の法人格をもつ営造物法人

（公社）（Anstalt des öffentlichen Rechts）」とは，経済的，
組織的のみならず，法的にも独立しており，法律上の権能
を持つ行政機関である。州の所有による固有の経済企業体
で，州による法監視を受け，機関の達成すべき課題は設立
法に記載されている。会計方式は複式簿記を採用してい
る。関口ら（２０１２）では上記の訳が用いられているが，石
井（２００５）では「公法上の機関」，武田（２００４）では「公
法人企業」と訳されている。
１９９９年に州公企業を設立したザールランド州を皮切り
に，他州も多くが２０００年代に上記いずれかの新たな管理
形態を採用している。ドイツにおいては，ニュー・パブ
リック・マネジメント（NPM）改革の影響を受け，１９９７
年に複式簿記の採用が可能となる法改正が行われたのを転
機として，１９９０年代末から２０００年代初めに州レベルでの
公会計改革が進展した（亀井 ２０１２）。新たな２種の州有林
管理形態は，いずれも複式簿記を採用するものであり，こ
うした行政改革の流れを受けたものと考えられる。
次に，新たな管理形態の採用と統一森林署方式との関係

をみていきたい。州有林管理形態は全ての州で変化したの
に対して，統一森林署型の管理方式の採用の有無は，今な
お州によって異なっている。そして，それは新たに採用さ
れた州有林管理形態とは必ずしもリンクしていない（表―１）
（注４）。
近年の州有林管理形態と統一森林署方式の変化につい

て，バーデン・ヴュルテンベルク州を例にみたい（注５）。
同州は，ドイツを代表する林業州の一つであり，１５０年以
上の伝統を誇る統一森林署方式を採用してきた州だが，
２００５年に州首相により強行された行政改革により，地域
レベルの特別行政組織を一般行政組織の一部署とする改革
が行われた（神沼 ２００５；神沼・安井 ２００６）。この改革は，
特別行政組織である森林署の廃止（一般行政組織への移行）
という点で，統一「森林署」方式の廃止である。だが，統

一森林署方式が持っていたもう一つの要件である「州有林
と団体有林の管理及び私有林に対する森林行政を統一的に
担う」方式は維持されており，「統一森林行政（Ein-
heitsforstverwaltung）」ないしは「統一森林システム（Ein-
heitsforstsystem）」と呼ばれる。一方，同州において州公企
業 ForstBWが設立されたのは，この改革の４年後，２００９
年のことである。ForstBWの設立による主な変化は，州政
府の森林部署の組織再編，会計方式の変化（複式簿記の採
用等），統一シンボルの採用である。統一シンボルの採用
は，各レベルの森林行政担当を通じて統一ロゴとスローガ
ンを共有することで，一般行政組織の一部署へ分断された
担当者の連帯感の再構築を試みるものでもある（注６）。
なお，２００９年の改革後も統一森林行政方式は維持されて
いる。

IV．公企業の法的分類

１．公企業の概念
公企業の概念について亀井（１９９５）は「有償で外部の需

要を満たすような独立した生産経営体で，その自己資本が
国または地方自治体に帰属するものである」との概念規定
を行っている。成果収入に占める市場からの収入の割合と
自己資本に占める国家の持ち分に着目すると，公企業の範
疇に含まれない公的機関は，なんらかのサービスを提供す
るとしてもそれが一般行政機構の一部として実施され，原
則的に市場からの成果収入は０％であり，すべて税収等の
公的財源からの収入によることとなる。一方，私企業に
あっては自己資本に占める国家の持分は０％であるととも
に，成果収入のすべてが市場からのものである。これらに
対して，公企業は，CEEP（Centre Européen de l’Entreprise
prise Publique Brüssel）の統計基準に依拠すれば，その自
己資本の国家持分が５０％超のものであり，成果収入は必
ずしもすべてが市場からのものに限定されない。同様の基
準で，その中間に存在するものが公私複合企業であり，自
己資本の国家持分は５０％以下であるとされる。
２．公企業の分類
公企業の法的形態に基づく分類として，関口ら（２０１２）

は①法的に独立していない直営によるもの，②法的に独立
した公法人，③私法人の三つに分けている。関口ら（２０１２）
はこれら三つの法的な要件ならびにどのように業務主体と
なっているかを以下のように説明している。
① 法的に独立していない「直営」によるもの
連邦・州政府が直接業務を行う。収入および支出がすべ

て行政の予算の中で行われる「純粋な」官庁企業と，運営
の結果のみが行政の予算に関連する地方公営企業，法的に
は独立していないが経済的・組織的に独立している特別財
産に区分される。
根拠法は政府の準拠する予算関連法規となり，連邦政府

であれば連邦予算規則（BHO），州政府であれば州予算規
則（LHO）が適用される。
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② 法的に独立した「公法人」
公法上の法人格を持つものが分類される。公法上の法人

とは個人と国家との関係および国家の機関相互の関係を規
律する憲法，行政法をはじめとする公法を根拠に設置され
ているものであり，その設置目的，任務等は根拠法に定め
られている法人を指す。連邦並びに州政府が法を制定して
公法人に業務委託を行う。
③ 「私法人」
株式会社，有限会社等の私法上の公企業（法人）が分類

される。準拠される法律は原則として民間部門と同じ私法
上の法人に適用される商法典となる。その業務については
政府が相対的に厳しい条件を提示し業務委託を行う。

V．州有林管理組織の公企業分類上の位置づけ

前章での公企業の分類を踏まえ，州公企業および公法上
の営造物（公社）の法的な区分を明確にしたい。
① 州公企業
州会計規則（LHO）第２６条に基づき設置されており，

法的に独立しておらず，州の国会および政府の管理下にあ
る公的行政機関であることから，法的に独立していない
「直営」のものに分類される。さらに予算においては会計
執行において方法選択の自由と柔軟性があり，経営基準の
遵守について結果責任を負うものとされていることから運
営の結果のみが行政の予算に関連する地方公営企業の一種
であると考えられる。
② 公法上の営造物（公社）
公法上の営造物（公社）は法的に独立しており，法律上

の権能を持つ行政機関とされている。また機関の達成すべ
き課題は設立法に記載されているとの定義付けから，法的
に独立した「公法人」に分類される。公法人はそれらが関
連する公法を根拠に設置されている。公法とは行政法をは
じめとする人と国家との関係および国家の機関相互の関係
を規律するものを指す。州森林法は森林政策において森林
所有者と行政機関もしくは行政機関同士の関係性を規律す
るものであるため公法に分類される。公法人の根拠法が公
法であるという定義にも合致する。
この分類において着目したいのは，ドイツの州有林改革

では，現在のところ私法人という形態は採用されていない
という点である。石井（２００５）は，ドイツにおいては，ス
ウェーデンやオーストリアの国有林のように州有林の収益
性の追求を徹底した形態である株式会社化が具体化されて
いないと指摘しているが，全ての州で州有林管理形態が改
められた現在においても，ドイツでは株式会社などの私法
人化の道を選択する州は現れていないことを示している。
ドイツ諸州と異なり株式会社化を選択したオーストリア

連邦有林においては，管理規程が大幅に簡素化され，森林
署や職員の数も大幅に減少するとともに，「経済性」の観
点を重視する姿勢へと転換され，ニーズに応じた販売や経
営の多角化が行われているという（久保山 ２０１５）。こうし
た具体的な経営方針に私法人，公法上の営造物（公社），

州公企業といった法的形態の相違がどのように影響を与え
ているかについては，個々の州有林経営の実態をみて検討
する必要があるが，それは今後の課題としたい。

VI．ま と め

本稿では，ドイツにおける行政改革を背景として新しく
設立された州有林管理組織の現状把握と法的な形態の明確
化に焦点をあてた報告を行った。その結果，（１）２０００年
代当初に一部の州でみられた州有林管理形態の変更は既に
ドイツ全州へ広がっており，利益計算ができる複式簿記と
いう企業性の高い会計方式が採用されるようになった，
（２）その背景には州政府全体の行政改革の展開がある，
（３）ドイツ各州が採用した州有林管理形態は，州公企業も
しくは公法上の営造物（公社）のいずれかであり，私法人
化は選択されなかった，（４）これらの州有林管理形態の変
化は，統一森林署方式の採用の有無とは直接には対応して
いない点が明らかとなった。新たな州有林管理形態におけ
る収益性の重視の程度，あるいは専門的な人材育成や公的
機関としての助言機能における変化などの具体的な性格に
ついては，更なる検討が必要である。既にニーダーザクセ
ン州の変革について，環境保全の観点からは独立した助言
組織の弱体化，州政府レベルでの人材の不足等の課題が指
摘されている（Hubo and Krott２０１３）。
本稿では，州有林の管理形態の変化について議論をし

た。その背景には従来の連邦や州が中心となってきた森林
行政から民間セクターへの移行がある。このような「官か
ら民」の変化は，もちろん行政の組織改革にとどまる議論
ではなく，ドイツ社会全体にまで敷衍した論考や各州での
実態に関する議論が欠かせない。利益計算が可能となった
現状で，各州でどのような機能が弱体化してしまっている
のかを検証したうえで，どのような目的や機能であれば税
金の投入がどれだけ妥当であるのかといったことが論点と
なってこよう。その際には，環境税や生態系サービスへの
支払い（PES）といった制度にも敷衍した議論が必要とな
るだろう。

ドイツ連邦自然保護庁（BfN） アンケ・ヒュルターマン氏，ドイ
ツ林業会（Deutscher Forstverein）マルクス・キューリング氏，長坂
健司氏（ゲッティンゲン大学森林科学・生態学部森林政策学研究室）
ならびにゲオルグ・ヴィンケル氏，ラルス・ボォラス氏（フライブ
ルク大学環境森林学部森林政策研究室）に情報提供をいただいた。
この場を借りて感謝する。また梶原晃氏（久留米大学）には会計に
関する専門的助言をいただいた。
本研究は，本研究は，科研（課題番号２６３６００６２；１５H０１５９７）並び

に平成２５年度環境省環境研究総合推進費（採択課題１―１３０３），文部
科学省・科学技術振興機構による革新的イノベーション創出プログ
ラム（COI STREAM）の「革新材料による次世代インフラシステム
の構築」を受けて実施された研究成果の一部を活用している。
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（注１）例えば，１９９０年のニュージーランド国有林売却，１９９４年フィ
ンランド国有林の企業化，１９９７年のオーストリア連邦有林の株式会
社化など（石井（２００５）および岡・石崎（２０１５））。
（注２）例えば，小沢（１９６８）。
（注３）例えば，日本経済調査協議会（２０１１）は，州公企業や公法上
の営造物（公社）の両者を一括して「州企業体」とし，これを統一
森林署方式と対立する概念と捉えている。
（注４）ただし，バーデン・ヴュルテンベルク州は現時点では統一森
林行政だが，２０１５年７月に連邦カルテル庁は，州有林と私有林，団
体有林を統一的に管理する仕組みがカルテル法違反にあたるとの決
定をしており，今後，統一森林行政のあり方は変更される可能性が
高い（Bundeskartellamt２０１５）。
（注５）この段落の記載については著者の１人である石崎が２０１４年
９～１０月に州政府担当者および元州立林試経営部長の Brandl博士に
対して行ったヒアリング調査および Regerら（２０１０）および Scheffold
（２０１０）による。
（注６）著者の１人である石崎が２０１４年９～１０月に同州政府の担当
者に対して行ったヒアリング調査による。
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